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医薬品情報管理室担当者 薬剤部長

※１既に発売となっている医薬品が対象

※2京都市立病院HPからダウンロードし必要事
項を記入

※3当院で既に採用を検討している医薬品につ
いてはヒアリングなしでも宣伝可能

※4申請書の内容からヒアリング不要と判断す
ることも可能

※5薬剤部薬剤師も参加
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